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第5章 共通施策

環境情報総合システムは、ホームページ「三重の環
境と森林」と、環境関連の許認可・届出情報を管理
する「行政事務処理システム」で構成されています。

協働・連携の実現には情報公開・情報発信が重
要であるとの考えのもと、平成 11 年にホームページ
「三 重 の 環 境と 森 林 http://www.eco.pref.
mie.jp」の運用を開始しました。現在、「誰もが見や
すいホームページ」になるよう、「三重県ウェブアクセシ
ビリティガイドライン」に基づき運用しています。

また、行政事務処理システムは、生活環境の保全
にかかる施策の実現のために、積極的な活用を行っ
ています。

三重県森林 GIS は、育林、伐採、治山、林道計画
等の森林情報の管理、森林のゾーニング、さらには
自然環境情報、土地利用状況等、GIS（地理情報シ
ステム（Geographic Information System））で
管理・解析等ができる一元管理システムとして、平成 13
（2001）年度から運用しています。

県民の財産である森林の適正な維持・管理を進
め、森林の有する多様な公益的機能を高度に発揮
させていくために、同システムを活用しています。

平成 21(2009) 年度は、当初導入から７ヶ年を経
た森林 GISシステムについて、データ更新の仕組み
など新たに要求されてきた課題に対応するために、
再整備をおこないました。

環境情報の整備・提供2

2−1環境情報総合システムの整備・運用

2−2地図情報システムを活用した森林資源の管理
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